
 

 

植田理事長から要望書を受け取る森場長 

（１）令和３年 8 月 30 日 第 354 号 

■
要
望
の
実
施 

施
設
使
用
料
の
減
免
に

つ
い
て
は
、
8
月
6
日
に

場
長
室
で
当
協
会
理
事
長

の
植
田
孝
（
大
果
大
阪
青
果
㈱
会

長
）

が
知
事
あ
て
の
要
望
書

を
森
久
子
場
長
に
手
渡
し

ま
し
た
。 

減
免
要
望
は
、
昨
年
4
月

21

日
に
も
場
内
事
業
者 

6
団
体
を
代
表
し
て
、
山
橋

前
理
事
長
（
㈱
大
水
社
長

）
か
ら

提
出
さ
れ
て
お
り
、
今
回
は

こ
れ
に
続
く
も
の
で
す
。 

 

■
要
望
内
容 

要
望
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。 
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貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

感
染
症
を
克
服
す
る
た
め

の
日
々
の
熱
心
な
取
組
み

に
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す

と
と
も
に
、
私
ど
も
大
阪
府

中
央
卸
売
市
場
協
会
に
対

し
ま
し
て
、
平
素
よ
り
格
段

の
ご
指
導
ご
支
援
を
賜
り
、

心
か
ら
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。 

さ
て
、
こ
の
度
の
新
型 

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症

に
係
る
緊
急
事
態
宣
言
等

の
緊
急
措
置
を
受
け
、
飲
食

店
を
始
め
と
す
る
多
数
の

納
入
先
の
経
営
の
悪
化
、 

さ
ら
に
は
巣
ご
も
り
効
果

の
減
少
等
も
あ
り
、
当
市
場

内
事
業
者
の
売
り
上
げ
が

コ
ロ
ナ
以
前
に
比
し
て 

刻
な
状
況
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。 

（
別
紙
の
バ
ッ
ク 

デ
ー
タ
は

省
略
） 

貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
こ
う
い
っ
た
実
状
を
ご

勘
案
い
た
だ
き
、
今
後
と
も

安
心
安
全
な
生
鮮
食
料
品

を
府
民
に
安
定
的
に
供
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ

う
、
下
記
（
次
ペ
ー
ジ
）
に

つ
き
ま
し
て
、
特
段
の
ご
配

慮
を
賜
り
ま
す
よ
う
切
に

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
☞

 

次
ペ
ー
ジ
に
続
く 

大
幅
に
減

少
し
て
お

り
ま
す
。 

特
に
、

仲
卸
な
ど

経
営
基
盤

の
弱
い
事

業
者
へ
の 

悪
影
響
が

昨
年
か
ら

累
積
し
て

お
り
、
き

わ
め
て
深

tel:(072)636-3698


 

 

 

  

■
安
全
部
会 

当
協
会
の
安
全
部
会
（
西

田
景
典
部
会
長(

府
青
果
卸

売
協
同
組
合
理
事
長)

）
の 

活
動
と
し
て
、
9
月
に
は

多
く
の
取
組
み
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。 

〇
秋
の
大
掃
除 

9
月
10
日
に
今
年
度 

2
回
目
を
実
施
し
ま
す
。

皆
さ
ん
奮
っ
て
の
参
加
を 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

    〇
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動 

 

9
月

21
日
か
ら

30
日

に
全
国
交
通
安
全
運
動
が

実
施
さ
れ
ま
す
。 

場
内
は
時
速

15

㎞
が 

制
限
速
度
で
す
。
ル
ー
ル
を

守
っ
て
安
全
な
市
場
を 

目
指
し
ま
し
ょ
う
。 

    

市場だより 令和３年 8 月 30 日（４） 

卸売業者取扱高（2021年 7月・単月） 

協
会
の
部
会
活
動 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

〇
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
免
許 

茨
木
労
働
基
準
協
会
か

ら
講
師
に
お
い
で
い
た
だ

い
て
、
免
許
（
技
能
講
習
修

了
証
）
取
得
の
た
め
の
講
習

会
を
実
施
し
ま
す
。 

市
場
に
お
け
る
講
習
会

の
実
施
は
、
他
市
場
で
は
み

ら
れ
な
い
当
市
場
独
自
の

取
組
み
で
す
。 

9
月
1
日
に
管
理
棟
で

講
義
、
8
日
、
15
日
、
29

日
に
2
階
水
産
棟
卸
売
場

と
線
路
敷
で
の
実
技
に
な

り
ま
す
。 

              

休
場
日
の

4

日
間
を 

利
用
し
て
の
終
日
の
講
習

と
い
う
ハ
ー
ド
な
内
容
に

な
り
ま
す
が
、
36
人
の
方

が
受
講
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

卸売業者取扱高（2021 年 4～7 月・累計） 

■
食
品
衛
生
部
会 

 

10
月
21
日
に
食
品
衛
生

指
導
員
養
成
講
習
会
が 

開
催
さ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
講
習
会
は
2
年
ご
と

の
実
施
で
、
前
回
ま
で
は 

2
日
間
の
講
習
で
し
た
が
、

今
後
は
1
日
と
参
加
し
や

す
く
な
り
ま
す
。 

一
方
で
、
前
ペ
ー
ジ
の

「
衛
検
だ
よ
り
」
に
あ
る
よ

う
に
、
こ
れ
か
ら
は
食
品
衛

生
責
任
者
の
資
格
を
別
途

と
る
こ
と
が
必
要
に
な
り

ま
す
。 

し
か
し
、
食
品
を
扱
う 

当
市
場
に
と
っ
て
、
食
品
衛

生
指
導
員
の
育
成
は
な
に

よ
り
大
切
な
事
業
だ
と 

考
え
て
い
ま
す
。 

現
在
、
受
講
者
を
募
集
中

な
の
で
、
是
非
、
参
加
を 

検
討
く
だ
さ
い
。 

 種  類 数量(トン) 前年比(%) 金額(千円) 前年比(%) 

 

青 果 

野   菜 9,067 114.4 1,807,967 80.0 

果   実 4,958 111.8 1,940,988 113.8 

小   計 14,025 113.4 3,748,955 94.6 

 

 

水産物 

生鮮水産物 1,470 98.5 1,197,538 92.4 

冷凍水産物 199 89.4 233,413 95.6 

加工水産物 885 90.9 1,022,104 98.7 

冷 凍 食 品 317 96.9 162,621 96.5 

小   計 2,871 95.2 2,615,676 95.3 

総     計 16,895 109.9 6.364.631 94.9 

 

 種  類 数量(トン) 前年比(%) 金額(千円) 前年比(%) 

 

青 果 

野   菜 38,904 95.7 7,991,834 100.8 

果   実 15,418 102.3 5,959,852 105.0 

小   計 54,322 97.5 13,951,686 102.5 

 

 

水産物 

生鮮水産物 6,175 94.7 4,686,871 81.4 

冷凍水産物 768 79.7 875,823 86.2 

加工水産物 3,645 99.4 3,909,036 97.9 

冷 凍 食 品 1,284 97.1 647,752 98.5 

小   計 11,872 95.2 10,119,481 88.6 

総    計 66,194 97.1 24,071,166 96.2 

 



 

 

 

  

（３）市場だより 令和３年 8 月 30 日 

今
年
の
６
月
に
食
品
衛

生
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

は
、
事
業
者
の
皆
さ
ん
も
既

に
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い

ま
す
。 

こ
の
改
正
に
伴
い
食
品

衛
生
責
任
者
に
つ
い
て
大

き
く
２
点
の
変
更
が
あ
り

ま
し
た
。 

 

１
点
目
は
、
全
て
の
食
品

関
係
事
業
者
に
食
品
衛
生

責
任
者
の
設
置
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
こ
と
で
す
。 

旧
食
品
衛
生
法
で
は
営

業
許
可
対
象
事
業
者
に
の

み
設
置
の
義
務
が
あ
り
ま

し
た
（
一
部
の
営
業
許
可
に

つ
い
て
は
食
品
衛
生
責
任

者
の
設
置
の
免
除
あ
り
）

が
、
新
食
品
衛
生
法
で
は
営

業
許
可
対
象
事
業
者
に
加

え
て
届
出
対
象
事
業
者
に

も
設
置
が
必
要
と
な
り
ま

し
た
。 

食
品
衛
生
責
任
者
の
資

格
を
取
得
し
て
い
な
い
事

業
者
は
す
み
や
か
に
大
阪

食
品
衛
生
協
会
へ
お
申
込

み
の
う
え
、
養
成
講
習
会
を

受
講
し
て
く
だ
さ
い
。 

資
格
要
件
を
満
た
さ
な

く
な
っ
た
表
（
２
）（
３
）
の

事
業
者
の
う
ち
、
法
改
正
前

か
ら
営
業
許
可
を
取
得
し

て
い
る
施
設
の
食
品
衛
生

責
任
者
の
方
は
、
許
可
の
有

効
期
限
が
満
了
し
た
後
１

年
の
間
に
必
要
な
講
習
会

を
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。 

２
点
目
は
、
食
品
衛
生
責

任
者
の
資
格
と
し
て
認
め

ら
れ
る
条
件
が
変
更
に
な

っ
た
こ
と
で
す
。 

今
年
５
月
ま
で
は
食
品

衛
生
責
任
者
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
た
資
格
の
一
部

が
認
め
ら
れ
な
く
な
り
ま

し
た
。（
詳
細
は
左
表
を
参
照
） 

な
お
、
令
和
元
年
ま
で
に

食
品
衛
生
指
導
員
の
資
格

を
取
得
さ
れ
た
方
は
今
後

も
食
品
衛
生
責
任
者
の
資

格
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す

が
、
令
和
２
年
以
降
に
取
得

さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は 

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。 

食
品
営
業
届
出
は
食
品

衛
生
責
任
者
の
資
格
を 

有
し
て
い
な
く
て
も
可
能

で
す
。
対
象
事
業
者
に
お
か

れ
ま
し
て
は
令
和
３
年
11

月
30
日
ま
で
に
茨
木
保
健

所
に
届
出
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
こ
の
場
合
、
資
格

取
得
後
に
資
格
証
明
書
を

茨
木
保
健
所
に
提
出
す
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

食
品
衛
生
責
任
者
に
つ
い
て 

～ 

設
置
義
務
と
資
格 

～ 

 

（１）平成 10 年 5 月以降に大阪府で

6 時間の食品衛生責任者養成 

講習会を修了された方 

今後も引き続き食品衛生責任者の資格とし

て認められます。 

（２）平成 10 年 4 月までに大阪府で

4 時間の食品衛生責任者認定 

講習会を修了された方 

2 時間の食品衛生責任者補充講習会

（5,000 円）を受講する必要があります。

受講後は、6 時間の食品衛生責任者養成講

習会修了者と同じ修了証が交付されます。 

（３）昭和 58 年 9 月時点で営業を行

っていて、（１）と（２）の講習

会を修了していない方 

 

6 時間の食品衛生責任者養成講習会

（10,500円）を受講する必要があります。 

（４）大阪府外で食品衛生責任者の 

講習会を修了した方 

受講した自治体に大阪府から確認し、令和

3 年 6 月 1 日以降も食品衛生責任者の  

資格として認められる場合は、大阪府管内

でも資格として認められます。 

認められない場合は、6 時間の食品衛生 

責任者養成講習会（10,500 円）を受講す

る必要があります。 

 

 
 受講を希望される方は、（公社）大阪食品衛生協会ホームページにてお申込みください。 
（公社）大阪食品衛生協会 URL：https://www.ofha.or.jp/enterprise/sekininsya.html 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

予
防
接
種 

課
題
と
な

っ
て
い
た 

診
療
所
で
の
予
防
接
種
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。 

1

回
目
は

2

日
に
、 

2
回
目
は
23
日
に
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
管
理
棟
の
講
堂

を
利
用
し
て
、
約
130
人
の

方
が
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
製
の

ワ
ク
チ
ン
を
接
種
さ
れ
ま

し
た
。 

管
理
セ
ン
タ
ー
の
全
面

的
な
協
力
・
尽
力
も
あ
り
、

大
き
な
混
乱
も
な
く
終
わ

り
ま
し
た
が
、
9
月
以
降

も
順
次
実
施
さ
れ
ま
す
。 

こ
れ
を
機
に
診
療
所
の

活
用
が
一
層
広
ま
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。 

 
ＱＲコードから
お申込みの方は
こちらから 



 

 

 

 

 

  

 

市場だより（２） 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

☞
 

前
ペ
ー
ジ
よ
り
続
く 

 

〇
要
望
事
項 

 

経
営
の
重
荷
と
な
っ
て

い
る
固
定
経
費
の
売
上
高

割
利
用
料
金
及
び
面
積
割

利
用
料
金
を
当
面
6
か
月

間
減
免
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

〇
要
望
の
趣
旨
説
明 

要
望
の
場
に
お
い
て
、 

植
田
理
事
長
よ
り
「
厳
し
い

社
会
状
況
の
中
、
当
市
場
も

と
り
わ
け
厳
し
い
状
況
で

あ
る
こ
と
を
知
事
、
府
議
会

に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
な
ん

と
か
ご
配
慮
い
た
だ
き
た

い
。
」
と
の
話
が
あ
り
ま
し

た
。 こ

れ
を
受
け
て
森
場
長

よ
り
、
「
こ
の
要
望
を
重
く

受
け
止
め
、
本
庁
と
も
相
談

し
、
で
き
る
だ
け
要
望
に
沿

う
よ
う
努
力
し
た
い
。
」 

と
の
コ
メ
ン
ト
が
な
さ
れ

ま
し
た
。 

 

■
要
望
へ
の
回
答 

こ
の
要
望
を
受
け
、
府
に
お

い
て
検
討
さ
れ
た
結
果
を 

8
月

24
日
に
、
場
長
か
ら
理

事
長
に
回
答
さ
れ
ま
し
た
。 

 

森
場
長
か
ら
「
飲
食
店
に
対

!

８
月
17
日
、
大
阪
府
の

「
緊
急
事
態
措
置
を
実
施

す
べ
き
期
間
」
が
９
月
12
日

ま
で
延
長
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
す
。 

当
市
場
に
お
き
ま
し
て

は
、
昨
年
以
降
、
30
名
（
8

月
26
日
現
在
）
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
陽
性
者
の 

発
生
を
確
認
し
て
い
ま
す
。 

皆
様
に
は
、
引
き
続
き
、

不
織
布
マ
ス
ク
の
着
用
、 

社
会
的
距
離
の
確
保
、
手
指

の
消
毒
等
、
よ
り
一
層
の
感

染
拡
大
防
止
対
策
の
徹
底

を
お
願
い
し
ま
す
。 

と
り
わ
け
、
休
憩
室
、 

喫
煙
所
、
更
衣
室
な
ど
で 

マ
ス
ク
を
外
し
た
会
話
を 

控
え
て
い
た
だ
く
よ
う 

お
願
い
し
ま
す
。 

ま
た
、
感
染
者
が
確
認
さ

れ
た
場
合
、
必
ず
、
開
設
者

又
は
管
理
セ
ン
タ
ー
ま
で

ご
報
告
く
だ
さ
い
。 

濃
厚
接
触
者
の
自
宅
待

機
等
に
つ
い
て
は
、
保
健
所

の
指
導
に
従
っ
て
適
切
に

対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

す
る
休
業
要
請
等
の
影
響
に
よ

り
市
場
場
内
事
業
者
が
厳
し
い

経
営
状
況
に
直
面
し
て
い
る
状

況
を
ふ
ま
え
、
府
と
し
て
利
用

料
金
の
減
免
を
行
う
こ
と
に
し

た
。
」
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。 こ

れ
を
受
け
て
植
田
理
事
長

か
ら
、「
早
速
の
迅
速
な
対
応
に

感
謝
す
る
。
我
々
と
し
て
も 

こ
う
い
っ
た
取
組
み
が
無
駄
に

な
ら
な
い
よ
う
、
各
店
舗
で
経

営
の
改
善
に
努
め
た
い
。
」
と
の

発
言
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
○
利
用
料
金
減
免
の
概
要 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
係
る
緊
急
事
態

措
置
の
影
響
に
よ
り
、
売
上

が
減
少
し
て
い
る
市
場
内

事
業
者
を
対
象
に
、
売
上
の

減
少
率
に
応
じ
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用
料

金
の
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免
を
実
施
し
ま
す
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減
免
期
間
は
６
か
月
間

で
、
申
請
期
間
は
８
月
26
日

か
ら
９
月
30
日
ま
で
で
す
。 

詳
細
は
、
８
月
24
日
に
市

場
内
事
業
者
に
配
布
し
て

い
る
申
請
要
領
又
は
府
市

場
Ｈ
Ｐ
で
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

 
                                                  

茨木保健所による立入検査の実施と指摘 
 

緊急事態宣言下における場内の新型コロウイルス感染防止対策の実施状況を調査するため、8 月

20 日、茨木保健所による緊急の立入検査が実施されました。保健所の場内への立ち入り検査は  

異例のことですが、場内の感染状況を踏まえ、感染防止対策に注目されている現れかと思われます。 

当日は幹部職員も含め 3 名の係官により場内の飲食店、食堂、仲卸売場、卸棟事務所、休憩所、 

喫煙コーナーを中心に調査が行われ、次のような指摘と改善を求められました。改善を指摘された 

事項については、大阪府と管理センターにおいて早急に改善策を講じていきますので、皆様方の  

ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
［主な指摘事項］ 

➣ 飲食店の従業員のマスク着用、アルコール類の提供の自粛、客の間にアクリル板等間仕切り

の設置、客席間の距離の確保 

➣ 休憩室における社会的距離の確保と吸煙機の撤去 

➣ 屋内喫煙ボックスの閉鎖又は屋外への移設 

➣ 水産棟休憩室内の喫煙室の閉鎖 
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